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大量生産・大量消費・大量廃棄の社会

循環型社会の形成 低炭素社会の形成

循環型社会形成推進基本法
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（事業者の責務）
第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、
自らの責任において適正に処理しなければならない。

Ⅰ．事業者の責務

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律

２．西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例



Ⅱ．西宮市ごみ減量推進計画
～チャレンジにしのみや２５～

１．西宮市の生活系・事業系ごみの排出量の推移



２．兵庫県内 市町別ごみ排出量の西宮市の順位

県
内
順
位

（全41市町中一人１日あたりの排出量の順位）



Ⅲ．平成24年度事業系一般廃棄物搬入物展開検査



Ⅳ．ごみ減量・再資源化の取り組み効果

 ごみを減量することにより、事業者には次のような
効果が期待できます。

１． 企業のイメージアップ

２． コストの削減・効率化

３． 社員・従業員の意識改革



ごみ減量・再資源化の方法について

（ PDCAサイクル ）

①現状を把握する

②ごみの分別・減量化計画を立てる

③従業員や関係者に
周知し、業務を行う

④定期的に確認する

⑤前年度の実績に基づき次年度
の減量化計画を立てる



ご清聴ありがとうございました

事業所から排出されるごみの減量・資源化に

ご協力をお願いいたします。


